
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整とマイナンバー                  

Ｑ：今年度の年末調整を行う場合、マイナ

ンバーはどのように扱わないといけません

か？                                           

                                              

Ａ：次のように扱ってください。 

【解説】 

年末調整とマイナンバーは、次のように取

り扱うことになっています。 

 ①給与所得の源泉徴収票 

  税務署に提出する、平成28年分以後の給与

所得の源泉徴収票には、支払を受ける人の

マイナンバー及び支払者の法人番号の記載

が必要です。ただし、支払を受ける人に交

付する給与所得の源泉徴収票には、マイナ

ンバー及び法人番号の記載は不要ですので、

注意してください。また、税務署に提出す

る給与所得の源泉徴収票には、16歳未満の

扶養親族のマイナンバーを記載は不要です

が、市区町村に提出する給与支払報告書に

は記載をしなければなりませんので、この

点にも注意してください。 

 ②平成29年分の扶養控除等(異動)申告書 

  平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異

動)申告書には、給与所得者のマイナンバー

のほか、控除対象配偶者等のマイナンバー

の記載も必要です。また、給与の支払者は、

マイナンバーが記載された給与所得者の本

人確認を行う必要があります。ただし、平

成28年に本人確認をしたマイナンバー等の

記載した帳簿を備えているときは、扶養控

除等(異動)申告書にマイナンバーを記載し

ないことが認められます。 
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